
他の地方公共団体からの応援計画①

北陸三県災害時等の相互応援に関する協定（平成21年5月18日）
【対象】
富山県、石川県、福井県
【応援内容】
①被災地の情報収集並びに人員及び資機材の輸送等に係わるヘリコプターの派遣
②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣並びにボランティアの
あっせん

③食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
④被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

⑤避難、救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑥被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ゴミ、し尿処理等のための車両及び施設のあっせん
⑧医療機関による傷病者の受入
⑨その他要請のあった事項

福井県・奈良県災害時等の相互応援等に関する協定（平成26年6月11日）
【応援内容】
①救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣及びボランティアの
あっせん

②食料、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要な資機材の提供及びあっせん
③被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

④救助及び救援活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑤被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑥その他特に要請のあった事項
⑦平常時における、原子力防災に関する情報の提供、普及啓発、研修の実施等
⑧原子力災害時の避難受入れにかかる関係市との調整等の協力

福井県・石川県災害時等相互応援等に関する協定（平成26年6月11日）
【応援内容】
①広域避難に係る避難者の受け入れ調整
②原子力防災活動資機材の提供
（緊急時モニタリング資機材・原子力防災活動資機材・緊急時医療資機材）
③原子力防災関係職員の派遣
（緊急時モニタリング関係職員・緊急時医療関係職員・その他原子力災害対策関係職員）

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定（平成24年10月25日）
【対象】
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、
関西広域連合
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤その他特に要望のあった事項

中部9県1市災害時等の応援に関する協定（平成19年7月26日）
【対象】
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
名古屋市
【応援内容】
①応援物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
②避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等被災県市等の境界付近における
必要な措置

③被災者等の一時収容のための施設の提供
④医療機関による傷病者の受入れ
⑤その他特に要請のあった事項

福井県・岐阜県災害時等の相互応援等に関する協定（平成7年10月6日）
【応援内容】
①被災地の情報収集及び人員、資機材輸送等のためのヘリコプターの派遣
②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣及びボランティアの
あっせん

③食料、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要な資機材の提供及びあっせん
④被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

⑤救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑥被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ごみ、し尿処理のための車両及び施設のあっせん
⑧その他特に要請のあった事項

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、福井県、滋賀県及び岐阜県に対
する関係地方公共団体からの支援策として、近隣府県や広域圏、または全国規模の応援協定が締結されている。
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他の地方公共団体からの応援計画②

全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（令和6年1月31日）
【応援内容】
①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの

原子力災害時の相互応援に関する協定（平成13年1月31日）
【対象】
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、福井県、
静岡県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】
①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣

関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成23年10月31日）
【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取

県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、九州地方知事会（福岡県、

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災府県が要請した措置

関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定（平成26年3月6日）
【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取

県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災した構成都府県市が要請した措置

関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成29年6月5日）
【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取

県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、中国地方知事会（鳥取県、

島根県、岡山県、広島県、山口県）
【応援内容】
①住民の避難
②被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援
③施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋
④その他特に要請のあった事項
関西広域連合と四国知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成29年6月6日）
【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取

県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、四国知事会（徳島県、

香川県、愛媛県、高知県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災した構成府県市が要請した措置
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福井県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL1に該当すると特定された地域及び
OIL2に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該地域の関係市町原子力災害対策本部等より、防災行政無
線、広報車、ホームページ、緊急速報メールサービス、テレビ、ラジオ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。

 福井県では、OIL1の場合、自家用車による避難が可能な住民は自家用車により避難。それ以外の住民は、
県が確保するバス等により避難。OIL2の場合、集団で避難することを基本に、自家用車又は県が確保する
バス等により避難。

※自家用車で避
難可能な者は、
自家用車によ
り避難

一時移転等の指示

※自家用車で避難
を行わない者は、
集合場所に集ま
りバス等により
避難

徒歩等

バス等

一時集合場所

一時移転等対象者

屋内退避

避難先施設

住民

市町名 県内避難先 県外避難先

美浜町
７，９３４人

おおい町、 大野市 - -

敦賀市
６１，８５２人

福井市 奈良県
奈良市、大和郡山市、

天理市、生駒市                    

若狭町
１３，１０４人

- 兵庫県

丹波市、丹波篠山市、

三木市、加東市 小野市、

西脇市、加西市、多可町

小浜市
２３，７３２人

- 兵庫県 姫路市、朝来市、豊岡市

南越前町
９，３８０人

永平寺町 - -

越前市
８０，２６４人

坂井市、あわら市 石川県 小松市、能美市

越前町
１９，６３３人

坂井市 - -

＜UPZ市町の避難先＞ ※ 令和７年４月１日時点関係市町原子力災害対策本部等
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おいて避難先の調整を行う。
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美浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
みはまちょう

 地域毎にあらかじめ県内避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用
できない場合は、他のルートを活用し避難を実施。

県外避難なし 87

おおい町

【広域避難先①（県内避難）】

おおい町
＜美浜東地区＞

おおい町立佐分利小学校、他２か所

＜美浜中央地区＞

里山文化交流センター、他３か所

＜美浜西地区＞

おおい町総合町民体育館、他１か所

大野市ルート
【主な避難経路①】

・ 国道27号→国道８号・敦賀IC →北陸自動車道→福井IC→国道158号

・ 国道27号→国道８号・敦賀IC→北陸自動車道→福井北JCT・IC→中部縦貫自動車道
【主な避難経路②】

・若狭美浜IC・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→北陸自動車道→福井IC→国道158号

・若狭美浜IC・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→北陸自動車道→福井北JCT・IC→

 中部縦貫自動車道

おおい町ルート
【主な避難経路②】
国道27号（→国道162号）

おおい町ルート
【主な避難経路①】

若狭美浜ＩＣ・若狭三方ＩＣ→

舞鶴若狭自動車道→小浜

西ＩＣ・大飯高浜ＩＣ

【広域避難先②（県内避難）】

大野市※

＜美浜東地区＞

 大野市エキサイト広場総合体育施設

＜美浜中央地区＞

 上庄公民館、他８か所

＜美浜西地区＞

 大野市有終東小学校、他２か所
さぶり

ちょう

かみしょう

ゆうしゅうひがし

福井北IC

福井IC

敦賀IC

162

27

27

若狭美浜
IC

若狭三方IC

小浜西IC
大飯高浜

IC

大野市
おおのし

美浜町

PAZ

UPZ

※おおい町に避難でき
ない場合の避難先
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にし

※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴若狭

 自動車道に加え、若狭梅街道を活用したルートによる
避難も状況に応じて実施。
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敦賀市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
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つるがし

【主な避難経路①】
国道８号

88

福井市

【主な避難経路②】

敦賀ＩＣ→北陸自動

車道→福井ＩＣ

【主な避難経路③】
国道476号→国道
365号→国道８号

敦賀市

PAZ

UPZ

※福井市に避難でき
     ない場合の避難先

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)
【広域避難先（県内避難） 】

福井市

＜西浦、常宮地区＞

 福井市羽生小学校、他１か所

＜赤崎地区＞

 福井市芦見生涯教育施設

＜粟野地区＞

 福井市松本公民館、他15か所

＜粟野南地区＞

 福井市立明倫中学校、他７か所

＜沓見地区＞

 福井県立高志高等学校

＜黒河地区＞

 福井市美山啓明小学校、他７か所

＜中央地区＞

 福井市東藤島小学校、他12か所

＜敦賀北地区＞

 福井市川西中学校、他15か所

＜敦賀西地区＞

 福井市清水北小学校、他11か所

＜敦賀南地区＞

 福井市西藤島小学校、他14か所

＜中郷地区＞

 福井県立藤島高等学校、他14か所

＜東浦地区＞

 福井市東体育館

＜松原地区＞

 福井市社中学校、他14か所

＜咸新地区＞

 福井市本郷小学校、他７か所
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【広域避難先（県外避難） 】
奈良県※

＜西浦、常宮、沓見、松原地区＞

 生駒市（生駒市コミュニティセンター、

 他23か所）

＜赤崎、敦賀北、東浦、咸新地区＞

 天理市（天理市立東部公民館、

 他33か所）

＜栗野、栗野南、黒河、敦賀西、敦賀

 南、中郷地区＞

 奈良市（奈良市立平城東中学校、

 他160か所）

＜中央地区＞

 大和郡山市（大和郡山市南部公民

館、他26か所）
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てんりし てんりし とうぶ

ならし ならし

あわの あわのみなみ つるがにし つるがくろこ

みなみ なかごう

ちゅうおう

ふくいし

【主な避難経路⑤】

国道27号→国道303号→国道367号→国道477号→

国道161号→国道１号→阪神8号京都線→第二京阪

自動車道→交野北IC下車→国道１号→国道168号

はんしん きょうと けいはん

かたのきた

つるがし

ふくいし

【主な避難経路④】

敦賀ＩＣ・敦賀南スマートIC→北陸自動車道→名神高速道路→京滋バイパス

→第二京阪自動車道→交野北ＩＣ→国道１号→国道168号→国道163号

つるが ほくりく めいしん けいじ

けいはん かたのきた

つるがみなみ

 地域毎にあらかじめ県内又は県外避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路
が使用できない場合は、他のルートを活用し避難を実施。

県外避難



若狭町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
わかさちょう

県外避難

89

【広域避難先（県外避難） 】
兵庫県

＜みそみ、明倫地区＞

    三木市（口吉川町公民館、他13か所）

＜三方地区＞

 丹波篠山市（丹波篠山総合スポーツ
センター、他５か所）

 加東市（やしろ国際学習塾）

＜気山、梅の里、岬地区＞

 丹波市（山南農業者等体育施設、他６か所）

＜鳥羽地区＞

 西脇市（黒っこプラザ、他４か所）

＜瓜生地区＞

 加西市（市民会館、他８か所）

＜熊川地区＞

 多可町（文化会館ベルディーホール、

他３か所）

＜三宅地区＞

 加東市（滝野総合公園体育館）

 小野市（コミュニティセンター下東条、
他１か所）

＜野木地区＞

 小野市（兵庫県立小野高等学校、他３か所）

たかちょう

うりゅう

くちよかわちょう

たんばささやまし

かとうし

かさいし

たんばささやま

かとうし たきの

みやけ

くまがわ

とば

たんばささやまし

たかちょう

かとうし

かさいし

きやま

みかた

めいりん

たんばし

にしわきし

のぎ

みきし

おのし

おのし おの

しもとうじょう

うめのさと みさき

たんばし

にしわきし

みきし

さんなん

※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴若狭自動車道に

加え、若狭梅街道を活用したルートによる避難も状況に応じて実施。

丹波市

【主な避難経路②】

国道27号 →国道162号→

府道12号→国道27号→

福知山IC→舞鶴若狭自動

車道→中国自動車道→

兵庫県内各IC下車

丹波篠山市

西脇市

加西市

加東市

小野市

多可町

三木市

若狭町

【主な避難経路①】

国道27号→若狭三方IC・若狭上中IC・小浜

IC→舞鶴若狭自動車道→北近畿豊岡自動

車道（中国自動車道）→兵庫県内各IC下車

PAZ
UPZ

わかさちょう

おのし

ふくちやま まいづるわかさ

ちゅうごく

まいづるわかさ

わかさみかた わかさかみなか

きたきんきとよおか

ちゅうごく

おばま

まいづるわかさ

わかさうめ

 地域毎にあらかじめ県外避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用でき
ない場合は、他のルートを活用し避難を実施。
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お       ばま し
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小浜市

小浜市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
おばま し

姫路市

【主な避難経路①】姫路市

小浜ＩＣ・小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→中国自

動車道→福崎ＩＣ→播但連絡道路→姫路ＪＣＴ

【主な避難経路②】姫路市

国道27号→国道162号→府道12号→国道27号→

国道９号→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→中国

自動車道→福崎ＩＣ→播但連絡道路→姫路ＪＣＴ

【主な避難経路①】朝来市

小浜ＩＣ・小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道

→北近畿豊岡自動車道→山東IC下車

【主な避難経路②】朝来市

国道162号→府道12号→国道27号→国

道９号→福知山IC→舞鶴若狭自動車道

→北近畿豊岡自動車道→山東IC下車

豊岡市

【広域避難先(県外避難) 】

兵庫県

＜小浜、雲浜、西津、内外海、

 国富、宮川、今富地区＞

 姫路市 （兵庫県立大学姫路工学

  キャンパス、他33か所）

＜松永地区＞

 朝来市（和田山体育センター、

  他４か所）

＜遠敷地区＞

 豊岡市（豊岡市立総合体育館、

  他12か所）

 おばま    うんぴん   にしづ      うちとみ 

あさごし わだやま

とよおかし とよおかし

くにとみ みやがわ いまとみ

おにゅう

朝来市

【主な避難経路①】豊岡市

小浜ＩＣ・小浜西ＩＣ→舞鶴若狭

自動車道→北近畿豊岡自動車

道→但馬空港ＩＣ下車

【主な避難経路②】豊岡市

国道162号→府道12号→国道

27号→国道９号→福知山ＩＣ→

舞鶴若狭自動車道→北近畿豊

岡自動車道→但馬空港ＩＣ→国道

312号→国道９号→国道312号

【主な避難経路③】豊岡市

小浜ＩＣ・小浜西ＩＣ→舞鶴若狭

自動車道→福知山ＩＣ→国道９号
→国道426号

【主な避難経路④】豊岡市

国道162号→府道12号→国道

27号→国道９号→国道426号

PAZ

UPZ

とよおかし

おばま おばまにし まいづるわかさ

きたきんきとよおか さんとう

とよおかし

ふくちやま

まいづるわかさ きたきんきとよ

おか たじま

あさごし

あさごし

おばま おばまにし まいづるわかさ

きたきんきとよおか

たじま

ふくちやま

きたきんきとよおか

まいづるわかさ

さんどう

ひめじし

おばま おばまにし まいづるわかさ

ふくさき

ちゅうごく

ばんたん ひめじ

ひめじし

ふくさき ばんたん ひめじ

ふくちやま まいづるわかさ ちゅうごく

おばまし

ひめじし

あさごし

とよおかし

ひめじし ひめじ
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 地域毎にあらかじめ県外避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用でき
ない場合は、他のルートを活用し避難を実施。

県外避難

とよおかし

おばま おばまにし まいづるわかさ

ふくちやま

とよおかし



南越前町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
みなみえちぜんちょう

【広域避難先（県内避難） 】
永平寺町

＜今庄地区＞

 永平寺町志比小学校、他７か所

＜河野地区＞

 永平寺町上志比中学校、他１か所

＜南条地区＞

 永平寺町立松岡中学校、他13か所

＜湯尾地区＞

 永平寺開発センター、他１か所

【主な避難経路① 】

国道305号→今庄ＩＣ・南条スマートＩＣ・武生ＩＣ→

北陸自動車道→福井北JCT・ＩＣ→国道416号

【主な避難経路②】
国道８号→国道416号

えいへいじちょう
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いまじょう

えいへいじちょう しひ

こうの

ゆのお

南越前町

永平寺町

PAZ

UPZ

えいへいじちょう かみしひ

えいへいじ

えいへいじちょう まつおか

なんじょう

いまじょう なんじょう たけふ

ほくりく ふくいきた

みなみえちぜんちょう

えいへいじちょう

 地域毎にあらかじめ県内避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用でき
ない場合は、他のルートを活用し避難を実施。



越前市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
えちぜんし
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 地域毎にあらかじめ県内及び県外避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が
使用できない場合は、他のルートを活用し避難を実施。

【主な避難経路③】

福井ＩＣ・鯖江ＩＣ・武生ＩＣ→

北陸自動車道→小松ＩＣ下車

【広域避難先（県外避難） 】
石川県

＜武生東、武生西、吉野、国高、味真野地区＞

 小松市（小松市立芦城小学校、他57か所）

＜北新庄地区＞

 小松市（小松市立板津中学校）

 能美市（寺井中央児童館、他３か所）

＜花筐、岡本、南中山、服間地区＞

 能美市（石川県立寺井高等学校、他18か所）

くにたか あじまの

ろじょう

かきょう

のみし

こまつし こまつし

たけふひがし たけふにし よしの

のみし

おかもと みなみなかやま ふくま

こまつし こまつし

てらい

てらい

きたしんじょう

いたづ

ふくい さばえ たけふ

ほくりく こまつ

越前市
【主な避難経路②】

県道福井大森河野線（県道３号）→

県道福井四ヶ浦線（県道６号）→

県道福井加賀線（県道５号）

小松市

能美市

【主な避難経路①】
国道8号

PAZ

UPZ

あわら市

坂井市

【主な避難経路④】
国道8号

えちぜんし

のみし

こまつし

さかいし

み そ み

にゅう

うりゅう

しろさき

はぎの

【広域避難先（県内避難） 】
坂井市、あわら市

＜神山地区＞

 福井県児童科学館、他１か所

＜大虫地区＞

 春江Ｂ＆Ｇ海洋センター、他９か所

＜坂口地区＞

 坂井市ゆりの里公園

＜王子保地区＞

 文化の森・YURI文化情報交流館、

 他３か所

＜白山地区＞

 坂井市立大石小学校、他３か所

＜武生南地区＞

 丸岡総合福祉保健センター

 他1２か所

＜北日野地区＞

 福井県立金津高等学校、他９か所

かみやま

おおむし

おうしお

しらやま

たけふ

さかいし

はるえ

さかいし

さかいし

さかぐち

まるおか

おおいし

きたひの

かなづ

ふくいかが

ふくいしかうら

ふくいおおもりこうの



越前町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
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えちぜんちょう

 地域毎にあらかじめ県内避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用で
きない場合は、他のルートを活用し避難を実施。

93

【広域避難先（県内避難） 】
坂井市

＜朝日地区＞

 三国体育館、他７か所

＜常磐地区＞

 坂井市立加戸小学校

＜糸生地区＞

さかい地域交流センターいねす

＜宮崎地区＞

 坂井市立三国西小学校、他12か所

＜越前地区＞

 みくに未来ホール、他３か所

＜織田地区＞

 福井県立坂井高等学校、他６か所

ときわ

いとう

えちぜん

おだ

みくに

あさひ

さかいし

みやざき

さかいし みくににし

さかい

かど

さかいし

【主な避難経路② 】
国道365号→国道305号

越前町

坂井市

【主な避難経路① 】

国道417号→県道福井大森河野線

→県道福井四ヶ浦線→国道416号

PAZ

UPZ

ふくいしかうら

ふくいおおもりこうの

えちぜんちょう

さかいし



福井県におけるUPZから県外避難先施設までの広域避難経路

 あらかじめ定められている県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。
 県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

朝来市・豊岡市
あさごし とよおかし
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姫路市・丹波市・

丹波篠山市・

三木市・加東市・

小野市・西脇市・

加西市・多可町

ひめじし たんばし

たんばささやまし

みきし かとうし

おのし にしわきし

かさいし たかちょう

奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市
ならし やまとこおりやまし てんりし いこまし

小松市、能美市
のみしこまつし

丹波の森公苑

三木総合防災公園
生駒市運動公園

鴻ノ池運動公園

福井ＩＣ・鯖江ＩＣ・武生ＩＣ→

北陸自動車道→小松ＩＣ下車

国道８号→敦賀ＩＣ・敦賀南スマートIC→北陸

自動車道→名神高速道路→京滋バイパス

→巨椋ＩＣ→国道１号→国道24号

PAZ

UPZ

国道27号→国道303号→国道367号→国道477号→

国道161号→国道１号→阪神８号京都線→第二京阪

自動車道→交野北IC下車→国道１号→国道168号

根上総合文化会館

物見山総合体育館

小松市民センター

小松ドーム

こまつ

こまつ

ねあがり

ものみやま

こまつ

ふくい さばえ たけふ

ほくりく

はんしん きょうと けいはん

かたのきた

つるが ほくりく

めいしん けいじ

おぐら

たんば

みき
いこまし

こうのいけ

つるがみなみコウノトリ但馬空港
たじま

自家用車で県外避難を実施する際に
は、「車両一時保管場所※」に立ち寄り
自家用車からバスに乗り換えてから避
難先へ向かう。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す

国道27号→若狭三方ＩＣ・

若狭上中ＩＣ・小浜ＩＣ

→舞鶴若狭自動車道

→中国自動車道→吉川ＩＣ

又は

国道162号→府道12号

→国道27号→福知山IC

→舞鶴若狭自動車道

→中国自動車道→吉川ＩＣ

わかさみかた

わかさかみなか おばま

ちゅうごく

まいづるわかさ

よかわ

小浜ＩＣ・小浜西ＩＣ

→舞鶴若狭自動車道

→北近畿豊岡自動車道→山東ＩＣ
又は

国道162号→府道12号

→国道27号→福知山IC

→舞鶴若狭自動車道

→北近畿豊岡自動車道→山東ＩＣ

まいづるわかさ

おばま おばまにし

きたきんきとよおか さんとう

ふくちやま

ちゅうごく

まいづるわかさ

よかわ

まいづるわかさ

きたきんきとよおか さんとう

ふくちやま



自然災害により孤立した場合の対応（福井県）

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体
 の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定。

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。

 UPZの半島部において、自然災害の発生により住民が孤立した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）や漁港を活用し、空路
や海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避
を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 UPZの中山間地域においても、集落へのアクセス道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）を
活用し、空路による避難を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路
交通の確保に努める。

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護対策施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

半島部 該当地区名 整備場所

敦賀半島 敦賀市西浦地区等 敦賀原子力館グラウンド

常神半島 若狭町西浦地区 常神漁港駐車場

内外海半島 小浜市内外海地区 泊区内場外離発着場

中山間地域 該当集落名 整備場所

美浜町新庄地区 新庄 旧新庄小学校グラウンド

敦賀市

咸新地区 谷 旧咸新小学校グラウンド

中郷地区 奥麻生 愛発公民館

黒河地区 山 黒河小学校グラウンド

若狭町熊川地区 河内 熊川小学校グラウンド

越前市王子保地区 瓜生野町、森久町 武生第六中学校グラウンド

越前町
常磐地区 頭谷 旧常磐小学校グラウンド

糸生地区 小川、真木 糸生小学校グラウンド

つね がみ

Ｈ

常神漁港駐車場

＜ＵＰＺ半島部における臨時ヘリポート整備場所＞ ＜ＵＰＺ中山間地域における臨時ヘリポート整備場所＞

常神漁港

小川漁港 遊子漁港

半島部（例） 若狭町常神半島

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

わかさ みかた

ゆうし

若狭町みさき漁村体験施設

「みさきち」

放射線防護対策施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）
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つねがみ

PAZ

中山間地域（例） 美浜町新庄地区

うちとみ

美浜町

新庄
新庄

Ｈ

旧新庄小学校
グラウンド

旧新庄小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：約100人）

かんしん

なかごう

くろ  こ

いとう

うりゅうのちょうおう し お

しんじょう

もりひさちょう

こうち

かしらだに

あらち

たけふ

ときわ

くろこ

つるが つるがし

わかさちょう

おばまし うちとみ

つね がみにしうら

にしうら つるが

とまり

わかさちょう

しんじょう しんじょうみはまちょう

かんしん

つるがし

わかさちょう

えちぜんちょう

えちぜんし

ときわ

いとう

しんじょう

しんじょう

おがわ

つね がみ

つね がみ

おがわ まき

たに

やま

おくあそう

くまがわ くまがわ

みはまちょう しんじょう

みはまちょう

しんじょう

わかさ ちょう



滋賀県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL1に該当すると特定された地域及び

OIL2に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、長浜市・高島市災害対策本部より、防災行政無線、広報車、緊

急速報メールサービス、テレビ、ラジオ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。

 滋賀県では、渋滞抑制の観点から、原則バスによる移動を実施。

 バス等による避難においては、身体的な負担を考慮し、避難中に休憩をとるなど健康に配慮した避難を行う。

＜UPZ市の避難先＞ ※令和７年４月１日時点

長浜市・高島市災害対策本部

一時移転等の指示

屋内退避

一時移転等対象者

徒歩等

避難先施設

一時集合場所

住民

バス等
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市町名 県内避難先 県外避難先

長浜市
２２，７４６人

長浜市内

草津市

甲賀市

東近江市

大阪府

大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、

八尾市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、

松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、

藤井寺市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、

阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、

太子町、河南町、千早赤阪村

高島市
２５，６３９人

高島市内

大津市

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、

守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、大東市、

箕面市、門真市、摂津市、四條畷市、交野市、

島本町、豊能町、能勢町

いずみおおつし かいづかし

やおし いずみさのし とんだばやしし かわちながのし

いずみし かしわらし はびきのし たかいしし

ふじいでらし せんなんし おおさかさやまし

はんなんし ただおかちょう くまとりちょう たじりちょう みさきちょう

たいしちょう かなんちょう ちはやあかさかむら

とよなかし すいたし

だいとうし

かどまし しじょうなわてし かたのし

しまもとちょう とよのちょう

せっつし

避難中継所

ながはまし たかしまし

くさつし

こうかし

ひがしおうみし

おおつし

きしわだしさかいし

まつばらし

たかつきし

もりぐちし ひらかたし いばらきし ねやがわし

のせちょう

※滋賀県は原則バス避難
のため、一時集合場所
を経由して一時移転等
を行う。

※なお、避難先施設が被災等のやむを得ない事情により、事前に定めた人数で
の受入ができない場合は、 （ ）内の避難先、大阪府又は関西広域連合等にお
いて避難先の調整を行う。

ながはまし たかしまし

ながはまし

ながはまし

たかしまし たかしまし

おおさかし

おおさかし いけだし

ひがしおおさかし

みのおし



長浜市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
ながはまし 

甲賀市

 滋賀県及び長浜市は、警戒事態で災害警戒本部を設置し、施設敷地緊急事態で災害対策本部に移行。

 滋賀県は住民の一時移転等に備え、滋賀県バス協会に災害時の緊急時における人員輸送に関する協定に基づき、バスの派遣準備を

要請。

 長浜市は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、一時移転等の対象となる各地区に職員を配置。

 市内、県内避難を優先的に検討し、自然災害等により県内での受入れが困難な場合は県外に避難。

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルートにより避難を実施。

【凡例】

避難中継所（避難退域時検査場所）候補地

広域避難先(代替避難先)

（大阪市他25市町村）

長浜市

草津市
東近江市

PAZUPZ

【主な県外避難経路】

国道303号→国道8号→北陸自動車道

（長浜IC）→名神高速道路→京滋

バイパス→第二京阪道路→近畿道→

阪和道→堺泉北道路（綾園出口）→

国道26号

【長浜市内の避難経路】

・国道365号

・国道８号

・湖岸道路

・北陸自動車道 等

【長浜市外の主な避難経路】

国道303号→国道8号→北陸自動車道

（長浜IC）→名神高速道路（八日市IC）

【広域避難先（県内避難）】 
＜旧西浅井町、旧余呉町、旧木之本町(杉野・高時・伊香具)＞

東近江市 33か所

＜旧木之本町(木之本)、旧高月町(七郷・高月・富永)＞

甲賀市 75か所

＜旧高月町(古保利)、旧湖北町(小谷(一部)・速水(一部))＞

草津市 30か所
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ながはまし

ながはまし

ほくりく

めいしん けいじながはま

けいはん きんき

はんわ さかいせんぽく あやぞの

ながはまし

ほくりく

ながはまし

ほくりく

きのもとちょう

めいしん ようかいち

にしあざいちょう よごちょう

ひがしおうみし

きのもとちょう きのもと

すぎの たかとき いかぐ

たかつきちょう ななさと たかつき とみなが

こうかし

くさつし

たかつきちょう こほり こほくちょう おだに はやみ

ながはま

ながはまし

くさつし

こうかし

ひがしおうみし

おおさかし

こがん



高島市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
たかしまし 

広域避難先(代替避難先）

（大阪市他17市町）

【凡例】

避難中継所（避難退域時検査場所）候補地

高島市

PAZ

UPZ

大津市

 滋賀県及び高島市は、警戒事態で災害警戒本部を設置し、施設敷地緊急事態で災害対策本部に移行。
 滋賀県は住民の一時移転等に備え、滋賀県バス協会に災害時の緊急時における人員輸送に関する協定に基づき、

バスの派遣準備を要請。
 高島市は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、一時移転等の対象となる各地区に職員を配置。
 市内、県内避難を優先的に検討し、自然災害等により県内での受入れが困難な場合は県外に避難。
 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルートにより避難を

実施。

【主な県外避難経路】

国道161号→名神高速道路→第二京阪

道路→府道15号

【高島市内の避難経路】
・国道161号
・国道367号 等

【大津市への主な避難経路】
国道161号

【広域避難先（県内避難(一部市内避難含む)）】

＜旧マキノ町＞

高島市内 18か所

＜旧今津町、旧朽木村（一部）、

 旧安曇川町（一部）、旧新旭町（一部）＞

高島市内 ６か所

大津市 62か所
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たかしまし

たかしまし

たかしまし

おおつし

めいしん けいはん

おおつし

いまづちょう くつきむら

あどがわちょう しんあさひちょう

おおつし

たかしまし

たかしまし

たかしまし

ちょう

おおさかし

たかしまし



⮚ UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。

⮚ 長浜市内・高島市内のUPZにおいて自然災害の発生により孤立するおそれが高く、避難にあたり道路が使用できないような
場合には、空路での避難体制が整うまで屋内退避を継続し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

⮚ 家屋で屋内退避ができない場合は、一時集合場所や集会所等で屋内退避を行う。一時集合場所や集会所等には、屋内退
避が長期化したときの生活用品等の備蓄を実施。

⮚ 道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路
交通の確保に努める。

＜凡例＞

：集会所（集合予定人数）

：一時集合場所（集合予定人数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

旧マキノ北小学校
ありはら

在原分校グラウンド

旧マキノ北小学校
ありはら

在原分校

（19世帯39人）

たかしまし

例：高島市マキノ町

ながはまし たかしまし

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を
実施。

Ｈ
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Ｈ

高島市

Ｈ

のぐち

野口

（35世帯51人）

長浜市

ながはまし   

例：長浜市

よごちょう するすみ

余呉町摺墨
(8世帯14人)

きのもとちょう かねいはら

木之本町金居原
(47世帯83人)

きのもとちょう すぎの

木之本町杉野
(100世帯231人)

きのもとちょう すぎもと

木之本町杉本
(24世帯46人)

きのもとちょう おとわ

木之本町音羽
（6世帯11人)

きのもとちょう やまなし

木之本町山梨子
(10世帯19人)

にしあざいちょう つきで

西浅井町月出
(9世帯20人)

にしあざいちょう すがうら

西浅井町菅浦
(62世帯105人)

よごちょう なかのかわち

余呉町中河内

（18世帯20人）Ｈ

きのもとちょう おおみ

木之本町大見
（16世帯27人)

自然災害により孤立した場合の対応（滋賀県）

ちょう



岐阜県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL１に該当すると特定された地
域及びOIL２に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、揖斐川町災害対策本部等より、電話、音声告知放送、
テレビ、広報車、インターネット等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。

 岐阜県では、一時移転は原則自家用車で行うが、自家用車で避難できない住民は、揖斐川町災害対
策本部等が準備する町公用車で行い、車両が不足する場合は岐阜県と岐阜県バス協会との緊急・救
援輸送に関する協定に基づく派遣バスにより避難を行う。 

＜UPZの避難先＞

揖斐川町災害対策本部等
一時移転等の指示

屋内退避

一時移転等対象者

徒歩等

町公用車及び派遣バス

避難所

一時集結所

住民
町名 県内避難先 県外避難先

揖斐川町
40人

揖斐川町内・（美濃市） ― ―

100

いびがわちょう

避難経由所

※自家用車で避難
可能な者は、自家
用車により避難

バス又は徒歩

※ 町内避難の場合は避難経由所を設置せず避難所へ避難。

※ 令和７年４月１日時点

※なお、避難先施設が被災等のやむを得ない事情により、事前に定めた人数での

受入ができない場合は、（ ）内の避難先又は岐阜県において避難先の調整を行う。

いびがわちょう

いびがわちょう みのし
いびがわちょう

いびがわちょう



UPZ

PAZ

揖斐川町におけるUPZから避難先施設までの主な経路

県外避難なし

主な避難経路（美濃市）
国道303号→国道417号
→県道261号→県道53号
→大野神戸IC→美濃IC
→県道94号→国道156号

主な避難経路（揖斐川町内）
国道303号

いびがわちょう

【避難先(県内避難）】

揖斐川町

＜坂内川上＞

 揖斐川町内 １か所

 美濃市※

揖斐川町

美濃市

※揖斐川町内での避難ができない場合の避難先。
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みのし

いびがわちょう

いびがわちょう

いびがわちょう

いびがわちょう

みのし

さかうちかわかみ

いびがわちょう

みのし

 あらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルートを活用
し避難を実施。



自然災害により孤立した場合の対応（岐阜県）

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。

 UPZの中山間地域については、自然災害の発生により、道路が使用できず住民が孤立した場合は、空路での避難体制が
整うまでは、放射線防護対策施設にて屋内退避を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の
道路交通の確保に努める。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

中山間地域 坂内川上地区

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

＜凡例＞
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川上集会場
放射線防護対策施設
（収容可能者数:80人）

Ｈ

遊らんど坂内
駐車場

PAZ

UPZ

さかうち かわかみ

かわかみ
さかうち

Ｈ



＜直轄国道＞

国土交通省近畿地方整備
局が応急復旧作業を実施

自然災害により道路が通行不能な場合の復旧策（自然災害対応）

まい  づる  し
 避難開始前の段階で、避難計画で避難経路として定められている道路が、自然災害により使用できない場合は、PAZの福

井県美浜町、敦賀市は、代替経路を設定するとともに、道路管理者等は復旧作業を実施。

 また、UPZの福井県・滋賀県・岐阜県及び関係市町においても同様に、避難経路が自然災害により使用できない場合には、

代替経路を設定するとともに、道路管理者等は復旧作業を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、早急に被害状況を把握

し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

＜岐阜県の管理道路＞

岐阜県災害対策本部におい
て応急復旧作業を実施

＜舞鶴若狭自動車道＞
高速道路会社（NEXCO）が

応急復旧作業を実施

滋賀県災害対策本部

 災害発生時には、各管理道路のパトロールを
実施し、被害の状況等を把握

 道路の被害状況を踏まえ、国、県、高速道路
会社がそれぞれ建設業協会等と締結している
協定等をもとに、応急復旧工事を実施

＜滋賀県の管理道路＞

滋賀県災害対策本部が
応急復旧作業を実施

＜福井県の管理道路＞

福井県災害対策本部が応
急復旧作業を実施 岐阜県災害対策本部

まいづる わか さ
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みはまちょう つるがし

福井県災害対策本部

PAZ

UPZ

※ 不測の事態によ
り確保した輸送能力
で対応できない場合、
関係自治体の要請に
より実動組織（警察、
消防、海上保安庁、
自衛隊）が必要に応
じ支援を実施。



104

豪雪時における除雪体制（自然災害対応）

 豪雪時における除雪計画、広報計画の調整等を目的とし、以下の措置を実施。

 道路管理者、警察、気象台、利用者団体等から構成される情報連絡本部を、福井県においては近畿地方整備局
福井河川国道事務所 、滋賀県においては近畿地方整備局滋賀国道事務所、岐阜県においては中部地方整備局
岐阜国道事務所に設置し、情報を一元化。

 道路管理者は、集中的な大雪時に備えて、他の道路管理者をはじめ、地方公共団体その他関係機関と連携して、
地域特性や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワーク毎に、タイムラインを策定。なお、策定に当たって
は、降雪予測が大きく影響を与えることを踏まえ、冬型の気圧配置により日本海側で数日間の降雪が予測される
場合には、降雪予測を３日先まで拡充し、タイムラインを策定。

＜福井県における情報連絡本部（例）＞

カメラ情報
(各関係機関)

VICS情報
(各関係機関)

気象情報
(福井地方気象台)

その他情報
(各関係機関)

除雪情報
(道路管理者)

各関係機関（福井県・福井県警・中日本高速道路(株)・西日本高速道路(株）
福井河川国道事務所・福井地方気象台・自衛隊）

福井県冬季道路情報連絡室
(国道事務所に設置)

各関係機関（国交省・県・市町・高速道路株式会社・警察等）

情報提供
HP,SNSなど

ドライバー
地元住民

現場作業



福井県における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）
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除雪機械（例）

（凡例）除雪活動拠点
国、NEXCO
福井県
関係市町

 福井県は国土交通省近畿地方整備局や関係機関等との協議を踏まえ、道路雪対策基本計画を定め、短期間の集中降雪
による局地的大雪の発生等に柔軟に対応できる体制を整備。

 福井県は県内外へのアクセス路線となる高速道路ICと主要国道を結ぶ路線や原子力発電所と国道27号を結ぶ幹線道路
等を最重点除雪路線と定め、除雪を重点的に実施するとともに、緊急時には民間除雪機械を最大限まで増強し、避難経路
の除雪を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、除雪体制の強化を図り
各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の
確保等に努める。

27

８

161

PAZ

UPZ

（凡例）
最重点除雪路線

国道27号、８号、161号

舞鶴若狭自動車道

北陸自動車道

・最重点除雪路線として積雪深5ｃｍを
基準に除雪開始

・その他主要な道路については、積雪
深10cmを基準に除雪開始

※１ ＮＥＸＣＯ中日本敦賀保全サービスセンター、福井保全サービスセンターの保

有台数。なお、舞鶴若狭自動車道の小浜ＩＣ以西はＮＥＸＣＯ西日本の管轄。

除雪機械の配備台数 うち、美浜町、

敦賀市管内

国（近畿地方整備局） 【R7.4現在】
※福井県内の配備数

111台 －

福井県 【R7.11現在】 286台 22台

関係市町 【R7.4現在】

（美浜町、敦賀市、若狭町、小浜市、南越前町、越前市、越前町）
205台 46台

高速道路会社（NEXCO）※１【R7.10現在】 111台 －

民間 【R7.11現在】 2,200台 168台

つるが

おばままいづる わか さ

まいづるわかさ

ほくりく



滋賀県における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）

 滋賀県は、冬季の円滑な道路交通を確保するため、毎年「道路除雪計画」を定め、これに基づき
迅速かつ適切な雪寒対策の実施に努める。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、
除雪体制の強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、
凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確保等に努める。
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除雪機械の配備台数

国（近畿地方整備局） 【R7.4現在】
※滋賀県内の配備数

45台

滋賀県 【R7.3現在】 81台

長浜市 【R7.3現在】 93台

高島市 【R7.3現在】 75台

高速道路会社（NEXCO）
【NEXCO西日本：Ｒ７.４現在、NEXCO中日本：Ｒ７.10現在】

164台

民間 【R7.3現在】 802台

※主要な道路について、積雪深
おおむね10cmを基準に除雪開始

（凡例）除雪活動拠点
国
滋賀県
関係市町

※ 高島市は分散配置

８

161

除雪機械（例）

365

367

８

303

PAZUPZ

（凡例）
国道８号、161号、303号、365号、367号

北陸自動車道

名神高速道路

 新名神高速道路

８

ながはまし

たかしまし

ほくりく

めいしん

しんめいしん



岐阜県における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）
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 岐阜県及び揖斐川町は毎年度除雪計画を定め、住民生活の安定及び経済活動に不可欠な道路
をあらかじめ除雪路線にしており、路面上の積雪深はおおむね10㎝の時には除雪を実施。雪氷対
策 要領に基づき、迅速かつ適切な雪氷作業（除雪、凍結防止等の対策）を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省中部地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、
除雪体制の強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、
凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確保等に努める。

（凡例）除雪活動拠点
国、ＮＥＸＣＯ
岐阜県
関係市町

除雪機械（例）

除雪機械の配備台数 令和７年４月時点

国（中部地方整備局） 107台

岐阜県 156台

揖斐川町 16台

民間 966台

※主要な道路について、積雪深
おおむね10cmを基準に除雪開始

303

PAZ

UPZ

（凡例）
国道303号

いびがわちょう

いびがわちょう



＜対応のポイント＞

1. １・２号機のみにおいて発災した場合、全面緊急事態に至った段階で、UPZ内
の住民は屋内退避を実施する。

2. ３号機においても発災している場合には、３号機に係るPAZとしての防護措置
を行う。

3. 放射性物質の放出後は、緊急時モニタリングの結果を踏まえて、原子力災害
対策指針で定める基準（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える
地域を特定し、当該地域の住民が一時移転等を行うこととなるため、一時移
転等できる体制を整備。

7．冷却告示の対象である
1･2号機に係る対応

108
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1･2号機に係る原子力災害対策重点区域の概要

 美浜発電所１･２号機は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく廃止措
置計画の認可を受け、かつ、照射済燃料集合体が十分な期間冷却された発電用原子炉施設として
原子力規制委員会が告示において定めている。

 この告示により、美浜発電所１･２号機に係る原子力災害対策重点区域の範囲は、ＰＡＺなし、ＵＰＺ
おおむね５ｋｍ圏内となり、具体的には、３号機に係るＰＡＺと同一の範囲としている。

 １･２号機のみにおいて発災した場合、全面緊急事態に至った段階で、ＵＰＺ内（おおむね５ｋｍ圏内）
の住民は屋内退避を実施。

 放射性物質の放出後、原子力災害対策本部が、緊急時モニタリングの結果に基づき、毎時20μＳｖを
超過した時からおおむね１日が経過した時の空間放射線量率が毎時20μＳｖを超過している地域を
特定。当該地域の住民は原子力災害対策本部の指示により１週間程度内に一時移転等を実施。

 なお、３号機においても発災している場合には、３号機に係るＰＡＺとしての防護措置をとることとなる。

１･２号機に係る原子力災害対策重点区域
＜おおむね5km圏内＞
ＵＰＺ（緊急防護措置

を準備する区域）
Urgent Protective Action 
Planning Zone

⇒ 事態の進展等に応じて、屋
内退避や段階的な避難等
の緊急防護措置を準備す
る区域

１市1町（美浜町、敦賀市）
住民数：752人

人口：令和７年４月１日時点

UＰＺ

対象地区 想定対象人数
避難行動
要支援者

美
浜
町

丹生地区 ２２９人 ２２人

竹波地区 ９３人 １４人

菅浜地区 ３７１人 ６２人

小 計 ６９３人 ９８人

敦
賀
市

白木1丁目 ５９人 ０人

白木2丁目 ０人 ０人

小 計 ５９人 ０人

合 計 ７５２人 ９８人
（凡例）

： モニタリングポスト

白木

丹生

竹波

菅浜

にゅう

たけなみ

すがはま

しらき

みはまちょう つるがし

みはま

にゅう

しらき

しらき

たけなみ

すがはま

みはま

み
は
ま
ち
ょ
う

つ
る
が
し
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